
男女の違い クウォター制の必要性 

① ギャンブルで身を滅ぼす男女比 

指標・傾向 男性 女性 

依存症有病率 約 70～80% 約 20～30% 

重度ギャンブル依存 圧倒的に多い 少数 

経済的破綻のケース数 男性中心 一部の女性も存在（風俗業との関連も） 

出典例： 

• 厚労省「ギャンブル依存症に関する調査」 

• 国立精神・神経医療研究センター 

👉 結論：ギャンブルで生活や人生を破綻させるのは、圧倒的に男性が多い。 

② アルコールによる問題（依存症や事故） 

指標 男性 女性 

アルコール依存症患者数 約 85%以上 約 15%以下 

飲酒運転事故加害者 約 90%以上 ごく一部（10%未満） 

酩酊による暴力・傷害 男性が大多数 少数 

出典例： 

• 厚労省・依存症対策全国センター 

• 警察庁交通統計・犯罪白書 

👉 結論：酒で人生を狂わせたり、他者に危害を加えるのも、男性に偏っている。 

③ 最高速度 50km/h 超過（いわゆる赤キップ超の速度違反） 

項目 男性 女性 

全体の速度違反者割合 約 85〜90% 約 10〜15% 

50km/h 超過の危険運転 圧倒的に多い ごく少数 



参考： 

• 警察庁「交通統計年報」 

• 赤キップ・即日免停講習受講者の性別割合など 

👉 結論：重大なスピード違反も、男性が大多数を占める。 

④ 談合（入札談合・価格カルテルなど） 

指標 男性 女性 

談合事件での主導者 ほぼ男性 非常に稀 

建設・公共工事系談合 男性社会 女性ほぼ不在 

出典： 

• 公正取引委員会発表資料 

• 各地の入札談合事件（大林組、鹿島建設など） 

👉 結論：談合や不正競争防止法違反も、圧倒的に男性主導の構造。 

業界（建設・広告・電機）における男性比率の高さが背景。 

📌 総合結論（男女比の傾向まとめ） 

行動／問題 男性 女性 コメント 

ギャンブル破産 ◎（多数） △（一部） 男性の孤立・依存傾向が背景 

酒での失敗（依存・事故） ◎（多数） △（一部） 男性社会の飲酒文化が影響 

危険速度違反（50km 超） ◎（多数） ×（極少数） 若年男性に偏る 

談合・企業犯罪 ◎（圧倒的） ×（ほぼ皆無） 男性中心の縦社会、業界構造が関係 

✅ ここから導ける「クオーター制の必要性」 

① 【男性中心社会の偏り → 不正・暴走の温床】 

• 男性が多数を占める状況下で、談合、癒着、リスクの軽視、過度な競争が起きやすい。 

• ギャンブル・酒・暴走・談合などの「過激で短絡的な行動」が、男性集団で強化される傾向

（群集心理・同調圧力）。 

• 女性や多様な視点が加われば、リスク抑制・倫理性の回復が期待される。 



👉 だからこそ、政策決定や経営層に多様な価値観を意図的に入れる「クオーター制」が必要。 

② 【無意識バイアスと文化の固定化を断つ】 

• 男性中心の組織では、「飲み会・ゴルフ・談合」など昭和型の慣習が温存されやすい。 

• 外から見れば「異常な文化」でも、中にいると正当化されてしまう。 

👉 クオーター制により、「空気支配型の不健全文化」を打破し、外部視点を内部に導入できる。 

③ 【そもそも機会の不平等を是正する手段】 

• 女性の能力が低いのではなく、「初めから排除されてきた」だけ。 

• 資格・能力・意欲があっても、構造的に入れないのが現状。 

👉 クオーター制は「優遇」ではなく、スタートラインを整える制度設計。 

④ 【危機管理の視点で有効】 

• 災害対応・感染症対策・環境政策など「長期視点」や「安全志向」は女性的な発想が強い。 

• 短期利益優先・ギャンブル的発想（原発政策、過剰な公共事業等）は男性偏重の政策から

生まれやすい。 

👉 クオーター制は“暴走”を止めるブレーキ役としても有効。 

📌 論理のまとめ（1 文） 

「ギャンブル・酒・危険運転・談合などに見られるような“破滅型”の行動や不正が、男性中心社会

に偏っているという事実は、政治や企業の意思決定機関において、女性や多様な人材を一定比

率で組み込む『クオーター制』の必要性を、明確に裏付けている。」 
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